
尾張旭市監査公表第３号 

平成３０年１２月２７日付け尾張旭市監査公表第２７号をもって公表した定例監査

結果報告について、市長職務代理者副市長から措置を講じた旨の通知がありましたの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により次のと

おり公表します。 

平成３１年１月３０日 

 

尾張旭市監査委員 長谷川 博 樹      

 

 

                    尾張旭市監査委員 秋 田   進      

 

 

総務部災害対策室 

監 査 の 指 摘 事 項 措 置 状 況 

尾張旭市防災行政無線局設備保守点検整

備委託において、契約書に記載された点検

実施月の変更に関して協議がされていない

尾張旭市契約規則第３８条第１項により、

技術、予算その他やむを得ない理由がある

ときは、契約者と協議して契約の内容を変

更する必要がある。 

 

 当該契約書第４条に記載されていま

す定期点検の実施に関し、実施期間に

ついて疑義が生じた場合は、仕様書９

に基づき協議し、記録に残すよう今後

措置してまいります。 

防災訓練会場設営委託及び自治体メール

配信システム業務において、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第２号による随

意契約を採用した理由が明確ではない。随

意契約ガイドラインの随意契約の適正な運

用のための指針に、「その性質又は目的が

競争入札に適しない契約をするとき」とは

その契約の性質、目的等から特定の者と契

約しなければ、契約の目的を達成できない

場合や契約の目的を達成するための履行条

件を満たす者が特定されるなど、競争入札

を実施することが不可能又は著しく困難な

場合、と示されている。 

 

当該業務におきましては、地方自治

法に定める随意契約の根拠に照らし合

わせて見直しをし、随意契約の必要性

がある場合は、その根拠を明確に記載

するように措置してまいります。 
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